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平成  年  月  日現在 

構成員名 事務所所在地 

緊急時の連絡先 
利用可能な 

緊急通信手段 
昼間時 夜間・休日時 

部署・役職・担当者 連絡先 部署・役職・担

当者 

連絡先 

大阪市港湾局【事務局】 〒559-0034 

大阪市住之江区南港北 2-1-10 

ATC ビル ITM 棟 10 階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

近畿地方整備局 

大阪港湾・空港整備事務所 
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大阪市港区弁天１丁目２番 1-

1500 号（オーク１番街 15 階） 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

大阪海上保安監部 〒552-0021 

大阪市港区築港 4-10-3 

港湾合同庁舎７階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

財務省大阪税関 〒552-0021 

大阪市港区築港 4-10-3 

 

 

 

 

    

大阪府西大阪治水事務所 〒550-0006 

大阪市西区江之子島 2-1-64 

 

 

 

 

 

    

■大阪港 BCP 協議会 緊急連絡体制表  

１
 

※個人情報を含むため、内容を一部削除しています。 

 



 

 

構成員名 事務所所在地 

緊急時の連絡先 
利用可能な 

緊急通信手段 
昼間時 夜間・休日時 

部署・役職・担当者 連絡先 部署・役職・担

当 

連絡先 

大阪船主会 〒530-6106 

大阪市北区中之島 3-3-23 

 

 

 

    

大阪港運協会 〒552-0021 

大阪市港区築港 4-9-6 

タラッサビル 5階 

 

 

 

    

大阪フェリー協会 〒559-0032 

大阪市住之江区南港南 2-2-24 

大阪フェリー協会 

 

 

 

 

    

大阪港タグセンター事業協同

組合 

〒552-0021 

大阪市港区築港 3-7-15 

港振興ビル 301号 

 

 

 

 

    

大阪湾水先人区水先人会 〒650-0042 

神戸市中央区波止場町 1-5 

 

 

 

 

    

大阪港埠頭株式会社 〒559-0034 

大阪市住之江区南港北 2-1-10 

ATCO’s棟南館 5 階 

 

 

 

 

    

阪神国際港湾株式会社 

（大阪事業本部） 

〒559-0034 

大阪市住之江区南港北 2-1-10 

ATC ビル O’s棟南館 5 階 

 

 

 

 

 

    

 

２
 

※個人情報を含むため、内容を一部削除しています。 

 



 

 

大阪港 BCP 情報連絡シート（確認後すぐに） 

 

※本表は大阪市内において、震度 5 弱以上の地震が発生した場合、または、津波浸水被害が発生した

場合、発災後できるだけ速やかに協議会事務局に提出をお願いします（被災状況は、追加連絡可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入日    年   月   日    時 

●連絡先 

機関名： 担当者氏名： 

使用できる通信手段（緊急連絡体制表と連絡先が異なる場合は番号・アドレスを記載） 

☐ 電  話：                            

☐ 携  帯：                            

☐ F  A  X：                            

☐ E メール：                            

☐ 衛星電話：                          

☐ そ の 他： 

  

●施設・機材の被災状況（把握できるものだけで可、被災が無い場合は「なし」と記載） 

名称 

被災状況 

○：使用可能、×：使用不能 

△：応急復旧により使用可能 

数量、延長等 備考 

    

    

    

    

    

※公共施設、私有施設を問わない。 

 

●業務対応の可否（○を記載） 

業務できる  ・  業務できない 

 

●その他連絡事項（ライフラインの使用可否、代替事務所など） 

 

 

 

 

 

【連絡先】大阪市港湾局 計画整備部 計画課 

TEL：06-6615-7777 

FAX：06-6615-7789 

mail：na0005@city.osaka.lg.jp（組織） 

      口頭連絡・写真メール送信可 

３ 



航路・泊地の啓開等に必要な手続き

通常は申請から許可までの時間を要する工事や調査（原則、着手する1か月前ま

で）を、あらかじめ想定の作業や範囲を事前に申請様式で提出しておき、災害発生
後に確定条件等を追加提出することで、作業許可手続きの短縮を図ります。
大阪港では平成２９年３月１５日に阪神港長への事前協議が承諾されました。

事前協議の
「港内作業許可申請書」

発災後に追加提出する
「要件確認表」

■大規模地震・津波発生時の緊急物資輸送等にかかる航路啓開活動の迅速対応

＜承諾された事項＞

作業種別 ① 航路啓開（測量）（調査）
② 航路啓開（撤去）
③ 大阪市直営 航路啓開（撤去）

早期の航路啓開が必要な範囲

４
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港内作業許可申請書 

平成  年  月  日 

阪 神 港 長 殿 

※申請者 住 所：○○市○○町○－○－○ 

会社名：○○建設株式会社 

氏 名：○○ ○○ 

1. 目的および種類 

（目的） 

本手続きは、平成 27 年３月５日の国土交通省近畿地方整備局長及び海上保

安庁第五管区海上保安本部長で交わした「大規模地震・津波発生時の大阪湾

BCP に基づく緊急物資輸送等にかかる航路啓開活動に関する申し合わせ」に

おける航路啓開実施要領に基づくものです。 

本作業は、阪神港大阪区、主航路の航路啓開に必要な測量、調査および此花

地区北港岸壁(-7.5ｍ)、港地区安治川第 1 号岸壁(-10ｍ)、大正地区鶴浜岸

壁(-10ｍ)、夢洲地区夢洲 C10・C11 岸壁(-15ｍ)C12 岸壁(-16ｍ)、南港地区

A1･A2･A3岸壁(-7.5ｍ)の泊地現状を把握するため、測量、調査するものです。 

（種類） 

事前深浅測量・事後深浅測量・潜水調査 

 

2. 期間および時間 

平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

  （予備日 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日） 

   作業時間：日出～日没まで  

 

3. 区域または場所 

   阪神港大阪区 主航路および此花地区北港岸壁(-7.5ｍ)、港地区安治川第 1

号岸壁(-10ｍ)、大正地区鶴浜岸壁(-10ｍ)、夢洲地区夢洲 C10・C11岸壁(-15

ｍ)、C12岸壁(-16ｍ)、南港地区 A1･A2･A3岸壁(-7.5ｍ)   （別紙１参照） 

4. 方法 

   別紙のとおり（別紙２参照） 

 

5. その他 

  （１）事故防止措置：別紙のとおり（別紙３参照） 

※（２）連絡先：○○建設株式会社 

○○市○○町○－○－○ 

現場責任者  ○○ ○○ 

電話番号  （昼間）＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊ 

① 航路啓開(測量)(調査) 
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（夜間）＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊ 

（３）発注者：近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所又は大阪市港湾局 

※ 申請者及び 5．その他(2)連絡先は、近畿地方整備局○○港湾事務所又は大阪市港湾局の場

合もある。 

 

 

なお、発災後でなければ確認できない要件（申請者、期間および時間、連絡先、

発注者、潜水作業方式、使用船舶etc）については、別途、発災時の要件確認表の提

出（報告）をもって、迅速に航路啓開活動を開始できるものとする。 
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（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 業 区 域 
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9 
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 業 方 法 



11 

音 響 測 深 機

現 地 盤

１．作業内容 

 

 工事区分・工種 規格 単位 数量 適用 

測量工（深浅測量）  式 １  

 事前測量  式 １  

 事後測量  式 １  

潜水調査  式 １  

 

２．測量･調査方法 

 ２－１．測量工（深浅測量） 

  ２－１－１．事前測量 

測量船に音響測深機（NMB 等を含む）および人工衛星測位機(D-GPS シス

テム)を搭載し、測深要領図に示す要領で行います。 

測線間隔は、未測深幅０ｍとなるように設定します。(付図－１参照)。 

測位は、人工衛星測位機(D-GNSS システム)を使用し、予定測線および自

船位置と偏位量をリアルタイムに画面表示させ、それに依り測量船が直線的

に航走する様に誘導すると共に、座標にて位置整理を行います。 

  

  ２－１－２．事後測量 

航路障害物撤去後、所定の水深が確保されているかの確認の深浅測量を実

施します。また、障害物の撤去後の測量については、撤去されたことを確認

できる測線幅を設定します。 

測量は、事前測量と同様に行います。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               図－２ 測深要領図 
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                図－３ 付図－１ 

 

２－２．潜水調査 

２－２－１．潜水調査 

(1) 港湾構造物の海面上部及び水中部を潜水士が被害状況等を目視点検する。 

(2) 被災状況が確認された場合は計測、記録及び写真撮影を行います。 

(3) 潜水作業は、○○○○○方式により行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                図－４ 潜水調査概要図 

 

 

３．使用船舶 

  使用船舶については、以下の使用船舶一覧表に記載した 20 トン未満の小型船を

使用します。 

 

作業種別 船名 総トン数 長さ 船舶番号 船長 

警戒船 
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（t） (ｍ) 

測量船及び

調査船 
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（別紙３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故防止措置及び安全管理 
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１．共通 

（１）本作業の現場責任者を以下の様に定め、作業全般の事故防止等について監督

させます。 

   現場責任者 氏名 （             ） 

  ※会 社 名    （             ） 

   連 絡 先 衛星電話 （             ） 

   現場連絡先 衛星電話 （             ） 

（２）事前に作業内容等について関係者に周知し、所要の調整を図ります。また、

作業区域周辺の被災状況等に関する情報を収集・整理し、作業関係者に周知し

ます。 

（３）予め緊急連絡体系表及び避難場所・避難経路図等を作成し、作業現場のわか

りやすい場所に掲示します。また、事故等の緊急事態が発生した場合は、緊急

連絡系統図により速やかに大阪海上保安監部に通報すると共に応急措置を施し

ます。 

（４）作業中は発注者との連絡手段を常時確保し、連絡を密にします。また、定時

連絡等を設定するなどして作業船の現在位置を陸上関係者に連絡します。 

（５）気象・海象情報を毎日収集し、事前に状況把握を行って作業の実施判断を行

います。 

（６）作業中は最新の気象・海象情報を入手できる体制を構築し、常に気象・海象

の変化に留意し、次の基準に達した場合は作業を中止します。また、波浪警報

等の気象警報が発表された場合は、速やかに沖合に避難或いは関係者を高台等

の安全な場所に避難させます。 

  ＜作業中止基準＞ 

   一般作業 潜水作業 

風 速 １０ｍ／秒 以上 ８ｍ／秒 以上 

波 高 １ｍ以上 ０．５ｍ以上 

視 程 ２ｋｍ以下 ２ｋｍ以下 

潮 流 － １ﾉｯﾄ／秒以上 

  ※作業中止基準以下であっても危険と判断される場合には作業を中断・中止し

ます。 

   （その他） 

    ・大阪府及び和歌山県内で震度４以上の地震が発生した場合 

    ・津波注意報、警報が発表された場合 

    ・港長の指示があった場合 

    ・その他、現場責任者又は船長が危険と判断した場合 

（７）港長から港則法第３７条第３項及び第４項に基づく勧告・命令等の措置が講

じられた場合は、これに従い安全な場所へ避難します。 

（８）海事関係法令等は必ず遵守します。また、作業船には海上衝突予防法に基づ

く灯火及び形象物を掲げます。 
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（９）作業船が作業現場等に夜間停泊する場合は、陸上関係者（大阪海上保安監部

等）と十分調整のうえ安全な場所に停泊することとし、停泊灯を点灯するほか、

他船の航行に支障を与えない照明で甲板等を間接照明します。また、アンカー

ワイヤーの水深５ｍの位置にアンカーブイ（黄色俵型、灯火付き）をそれぞれ

設置します。 

（10）作業員には救命胴衣、安全靴、安全帽、作業に必要な保護具の着用を義務付

け、これを徹底させます。 

（11）資機材等が海面に落下しないよう所要の措置を講じます。 

（12）流出のおそれのある資機材には、所有者名及び連絡先を明記し、適切に管理

します。 

また、万一、資機材等が流出した場合には責任を持って回収します。 

（13）作業中における油脂類等の取り扱いについては、海上流出等を生じさせない

ように万全の注意を払います。 

（14）引火性危険物を取り扱う岸壁付近での作業に際しては、適時ガス検知を実施

し、火気の取り扱いには十分注意します。 

（15）作業員には許可書記載内容を周知し、徹底させます。 

（16）許可内容を変更する場合は、大阪海上保安監部と調整の上、所要の手続きを

行います。 

（17）本許可書は現場に携行します。 

（18）作業に際し港長から本許可申請書に対する特別の指示があった場合は、これ

に従います。 

※1．共通(1)会社名は、近畿地方整備局○○港湾事務所又は大阪市港湾局の場合もある。 

 

２．潜水作業災害の防止 

（１）潜水作業に先立ち、潜水士の健康状態の確認、潜水機材の点検、整備を行い

ます。 

（２）作業船（潜水士船）には海上衝突予防法に規定する国際信号書に定めるＡ旗

を表す信号板を掲げます。 

   なお、岸壁から潜水作業を行う場合は、岸壁上に「潜水作業中」の横断幕を

掲げます。 

（３）作業中は、専従の警戒員の配置、または、警戒船を配備し、接近船舶等があ

れば赤旗、拡声器等により注意喚起します。 

（４）作業船には海上衝突予防法に規定する操縦性能制限船の標識を掲げます。 

（５）作業船（潜水士船）と専従の警戒要員または警戒船とは、トランシーバー等

により、また作業船（潜水士船）と潜水士とは水中電話等により、常時連絡設

定します。 

（６）事前に再圧治療が可能な病院を把握し、潜水病が発生した場合は速やかに移

送します。 
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※３．緊急連絡体系表

TEL:06-6575-1234 TEL○○-○○○○-○○○○
FAX: ○○病院(潜水病)

TEL○○-○○○○-○○○○

TEL○○-○○○○-○○○○ TEL○○-○○○○-○○○○
大阪水上警察署 TEL: ○○外科(潜水病)

TEL:06-6572-4999
緊急時　(110) 支店連絡先

○○警察署(大阪港) ○○病院

TEL○○-○○○○-○○○○ 警備救難課
水上消防署 TEL:06-6571-0222

TEL:06-6574-0119 緊急時

TEL○○-○○○○-○○○○ 緊急時　(118)
大阪海上保安監部

緊急時　(119) 航行安全課
○○消防署(大阪港) TEL:06-6571-0223

TEL○○-○○○○-○○○○ TEL: 夜間及び休日:港湾防災センター

TEL：06-6572-2688
○○労働基準監督署(大阪港) FAX:

大阪港湾・空港整備事務所 昼間：大阪市港湾局　計画整備部　計画課

担当課又は大阪市港湾局 TEL:06-6615-7777

発注者 現場連絡先 大阪港航行安全情報センター
国土交通省近畿地方整備局 TEL:06-6612-4363

緊急災害発生

 

緊急時連絡表 

 

役 職 氏 名 
連絡先 

昼・平日 夜間・休日 

近畿地方整備局 

 大阪港湾・空港整備事務所又は大阪市

港湾局 

TEL：○○-○○○○-○○○○ 

FAX：○○-○○○○-○○○○ 

      

 主任調査職員  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

 調査職員  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

    

○○○○株式会社 **-****-**** 

      

 管理技術者  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

 主任技術者  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

    

 ※３．緊急連絡体系表の現場連絡先・支店連絡先が、近畿地方整備局○○港湾事務所又は大阪市港

湾局の場合もある。 
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港内作業許可申請書 

平成  年  月  日 

阪 神 港 長 殿 

※申請者 住 所：○○市○○町○－○－○ 

会社名：○○建設株式会社 

氏 名：○○ ○○ 

1. 目的および種類 

（目的） 

本手続きは、平成 27 年３月５日の国土交通省近畿地方整備局長及び海上保

安庁第五管区海上保安本部長で交わした「大規模地震・津波発生時の大阪湾

BCP に基づく緊急物資輸送等にかかる航路啓開活動に関する申し合わせ」に

おける航路啓開実施要領に基づくものです。 

本工事は、阪神港大阪区、主航路の航路啓開および此花地区北港岸壁(-7.5

ｍ)、港地区安治川第 1 号岸壁(-10ｍ)、大正地区鶴浜岸壁(-10ｍ)、夢洲地

区夢洲 C10・C11岸壁(-15ｍ)、C12岸壁(-16ｍ)、南港地区 A1･A2･A3岸壁(-7.5

ｍ)の泊地内にある障害物撤去及び応急復旧を行うものです。 

（種類） 

事前深浅測量・事後深浅測量・潜水調査、航路障害物撤去、岸壁応急復旧 

2. 期間および時間 

平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

  （予備日 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日） 

   作業時間：日出～日没まで  

3. 区域または場所 

   阪神港大阪区 主航路および此花地区北港岸壁(-7.5ｍ)、港地区安治川第 1

号岸壁(-10ｍ)、大正地区鶴浜岸壁(-10ｍ)、夢洲地区夢洲 C10・C11岸壁(-15

ｍ) 、C12岸壁(-16ｍ)、南港地区 A1･A2･A3岸壁(-7.5ｍ)（別紙１参照） 

4. 方法 

   別紙のとおり（別紙２参照） 

5. その他 

  （１）事故防止措置：別紙のとおり（別紙３参照） 

※（２）連絡先：○○建設株式会社 

○○市○○町○－○－○ 

現場責任者  ○○ ○○ 

電話番号  （昼間）＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊ 

（夜間）＊＊＊－＊＊＊－＊＊＊ 

（３）発注者：近畿地方整備局 大阪港湾・空港整備事務所または大阪市港湾局 

②航路啓開（撤去） 
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※ 申請者及び 5．その他(2)連絡先は、近畿地方整備局○○港湾事務所又は大阪市港湾局

の場合もある。 

 

 

なお、発災後でなければ確認できない要件（申請者、期間および時間、連絡先、

発注者、潜水作業方式、使用船舶etc）については、別途、発災時の要件確認表の提

出（報告）をもって、迅速に航路啓開活動を開始できるものとする。 
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（別紙１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 業 区 域 
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（別紙２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作 業 方 法 



24 

 

１．作業内容 

 

 工事区分・工種 規格 単位 数量 適用 

測量工(深浅測量)  式 １  

 事前測量  式 １  

 事後測量  式 １  

潜水調査  式 １  

     

撤去工  式 １  

 航路障害物撤去  式 １  

復旧工  式 １  

 応急復旧  式 １  

 

２．測量･調査方法 

 ２－１．測量工（深浅測量） 

  ２－１－１．事前測量 

測量船に音響測深機（NMB 等を含む）および人工衛星測位機(D-GPS シス

テム)を搭載し、測深要領図に示す要領で行います。 

測線間隔は、未測深幅０ｍとなるように設定します。(付図－１参照)。 

測位は、人工衛星測位機(D-GNSS システム)を使用し、予定側線および自

船位置と偏位量をリアルタイムに画面表示させ、それに依り測量船が直線的

に航走する様に誘導すると共に、座標にて位置整理を行います。 

  

２－１－２．事後測量 

航路障害物撤去後、所定の水深が確保されているかの確認の深浅測量を実

施します。また、障害物の撤去後の測量については、撤去されたことを確認

できる測線幅を設定します。 

測量は、事前測量と同様に行います。 
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音 響 測 深 機

現 地 盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 測深要領図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－３ 付図－１ 

 

２－２．潜水調査 

２－２－１．潜水調査 

(1) 港湾構造物の海面上部及び水中部を潜水士が被害状況等を目視点検する。 

(2) 被災状況が確認された場合は計測、記録及び写真撮影を行います。 

(3) 潜水作業は、○○○○○方式により行います。 
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図－４ 潜水調査概要図 

 

３．使用船舶 

  使用船舶については、以下の使用船舶一覧表に記載した 20 トン未満の小型船を

使用します。 

 

作業種別 船名 
総トン数

（t） 

長さ

(ｍ) 
船舶番号 船長 

測量船及び

調査船 

     

     

     

 

４．施工方法 

 ４－１．航路障害物撤去 

１）測量結果を基に、海底に沈降している航路障害物を潜水士船、起重機船

（クレーン付台船含む）、ガット船を使用して、所定の水深が確保できるま

で撤去します。 

①自動車・コンテナ：起重機船、クレーン付台船、潜水士船 

②がれき、漁具：起重機船、クレーン付台船、ガット船、潜水士船 

２）撤去物は、起重機船または土運船、台船に積み込んで、大阪港内へ陸揚げ

します。 

３）陸揚げにあたっては、既設構造物に損傷を与えないよう十分注意を払い

作業を行います。 

４）現場条件により、オイルフェンス等を設置して、漂流物の拡散防止につ

とめます。 

５）暫定時、設定水深（その都度設定）が確保できていない地点には、明示

のための旗（赤旗付竹等）を設置します。 

警戒船 
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▽　H.W.L  +1.75

▽　L.W.L  +0.00

障害物
水深-7.5m

海底面

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図－５ 障害物撤去図 

 ４－２．応急復旧 

作業船の水深を確保しながら、岸壁の応急復旧作業に必要となる、資機材

（バックホウ、トラクターシャベル、ダンプトラック、砕石等）を資機材運

搬船（起重機船・ガット船・台船ほか）で岸壁まで運搬し、起重機船または

クレーン付台船により陸揚げを行います。 

 

              図－６ 応急復旧図 
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（別紙３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故防止措置及び安全管理 
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１．共通 

（１）本作業の現場責任者を以下の様に定め、作業全般の事故防止等について監督

させます。 

   現場責任者 氏名 （             ） 

  ※会 社 名    （             ） 

   連 絡 先 衛星電話 （             ） 

   現場連絡先 衛星電話 （             ） 

（２）事前に作業内容等について関係者に周知し、所要の調整を図ります。また、

作業区域周辺の被災状況等に関する情報を収集・整理し、作業関係者に周知し

ます。 

（３）予め緊急連絡体系表及び避難場所・避難経路図等を作成し、作業現場のわか

りやすい場所に掲示します。また、事故等の緊急事態が発生した場合は、緊急

連絡系統図により速やかに大阪海上保安監部に通報すると共に応急措置を施し

ます。 

（４）作業中は発注者との連絡手段を常時確保し、連絡を密にします。また、定時

連絡等を設定するなどして作業船の現在位置を陸上関係者に連絡します。 

（５）気象・海象情報を毎日収集し、事前に状況把握を行って作業の実施判断を行

います。 

（６）作業中は最新の気象・海象情報を入手できる体制を構築し、常に気象・海象

の変化に留意し、次の基準に達した場合は作業を中止します。また、波浪警報

等の気象警報が発表された場合は、速やかに沖合に避難或いは関係者を高台等

の安全な場所に避難させます。 

  ＜作業中止基準＞ 

   一般作業 潜水作業 

風 速 １０ｍ／秒 以上 ８ｍ／秒 以上 

波 高 １ｍ以上 ０．５ｍ以上 

視 程 ２ｋｍ以下 ２ｋｍ以下 

潮 流 － １ﾉｯﾄ／秒以上 

  ※作業中止基準以下であっても危険と判断される場合には作業を中断・中止し

ます。 

   （その他） 

    ・大阪府及び和歌山県内で震度４以上の地震が発生した場合 

    ・津波注意報、警報が発表された場合 

    ・港長の指示があった場合 

    ・その他、現場責任者又は船長が危険と判断した場合 

（７）港長から港則法第３７条第３項及び第４項に基づく勧告・命令等の措置が講

じられた場合は、これに従い安全な場所へ避難します。 
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（８）海事関係法令等は必ず遵守します。また、作業船には海上衝突予防法に基づ

く灯火及び形象物を掲げます。 

（９）作業船が作業現場等に夜間停泊する場合は、陸上関係者（大阪海上保安監部

等）と十分調整のうえ安全な場所に停泊することとし、停泊灯を点灯するほか、

他船の航行に支障を与えない照明で甲板等を間接照明します。また、アンカー

ワイヤーの水深５ｍの位置にアンカーブイ（黄色俵型、灯火付き）をそれぞれ

設置します。 

（10）作業員には救命胴衣、安全靴、安全帽、作業に必要な保護具の着用を義務付

け、これを徹底させます。 

（11）資機材等が海面に落下しないよう所要の措置を講じます。 

（12）流出のおそれのある資機材には、所有者名及び連絡先を明記し、適切に管理

します。 

また、万一、資機材等が流出した場合には責任を持って回収します。 

（13）作業中における油脂類等の取り扱いについては、海上流出等を生じさせない

ように万全の注意を払います。 

（14）引火性危険物を取り扱う岸壁付近での作業に際しては、適時ガス検知を実施

し、火気の取り扱いには十分注意します。 

（15）作業員には許可書記載内容を周知し、徹底させます。 

（16）許可内容を変更する場合は、大阪海上保安監部と調整の上、所要の手続きを

行います。 

（17）本許可書は現場に携行します。 

（18）作業に際し港長から本許可申請書に対する特別の指示があった場合は、これ

に従います。 

  ※1．共通(1)会社名は、近畿地方整備局○○港湾事務所又は大阪市港湾局の場合もある。 

 

２．潜水作業災害の防止 

（１）潜水作業に先立ち、潜水士の健康状態の確認、潜水機材の点検、整備を行い

ます。 

（２）作業船（潜水士船）には海上衝突予防法に規定する国際信号書に定めるＡ旗

を表す信号板を掲げます。 

   なお、岸壁から潜水作業を行う場合は、岸壁上に「潜水作業中」の横断幕を

掲げます。 

（３）作業中は、専従の警戒員の配置、または、警戒船を配備し、接近船舶等があ

れば赤旗、拡声器等により注意喚起します。 

（４）作業船には海上衝突予防法に規定する操縦性能制限船の標識を掲げます。 

（５）作業船（潜水士船）と専従の警戒要員または警戒船とは、トランシーバー等

により、また作業船（潜水士船）と潜水士とは水中電話等により、常時連絡設

定します。 



31 

 

 

（６）事前に再圧治療が可能な病院を把握し、潜水病が発生した場合は速やかに移

送します。 

 

３．撤去（沈降物、漂流物）作業災害の防止 

（１）作業中は、専従の警戒要員の配置、または警戒船を配備し、接近船舶等があ

れば赤旗、拡声器等により注意喚起します。 

（２）作業船のアンカーワイヤーが一般船舶の航行に支障をきたすおそれがある場

合は、アンカーワイヤーを緩めるか作業を一旦中止し作業船を○○へ避難させ

ます。 

（３）作業船には海上衝突予防法に規定する操縦性能制限船の標識を掲げます。 

（４）作業船のアンカーワイヤーの水深○ｍの位置にアンカーブイ（黄色俵型）を

設置します。 
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※４．緊急連絡体系表

夜間及び休日:港湾防災センター

緊急時

○○病院(潜水病)
TEL○○-○○○○-○○○○

緊急時　(119)
○○消防署(大阪港)

TEL:06-6575-1234

TEL:06-6571-0222

TEL○○-○○○○-○○○○
○○病院

大阪水上警察署

TEL:06-6572-4999

TEL○○-○○○○-○○○○

TEL○○-○○○○-○○○○

緊急時　(110)

現場連絡先

○○労働基準監督署(大阪港)

TEL:

FAX:

発注者
国土交通省近畿地方整備局
大阪港湾・空港整備事務所
担当課又は大阪市港湾局

TEL○○-○○○○-○○○○

大阪港航行安全情報センター
TEL:06-6612-4363

昼間：大阪市港湾局　計画整備部　計画課

TEL:06-6615-7777

TEL：06-6572-2688

水上消防署
TEL:06-6574-0119

○○警察署(大阪港)

TEL○○-○○○○-○○○○

TEL:

FAX:

警備救難課

支店連絡先

○○外科(潜水病)

緊急時　(118)
大阪海上保安監部

航行安全課
TEL:06-6571-0223

TEL○○-○○○○-○○○○

緊急災害発生

緊急時連絡表 

役 職 氏 名 
連絡先 

昼・平日 夜間・休日 

近畿地方整備局 

 大阪港湾・空港整備事務所又は大阪市

港湾局 

TEL：○○-○○○○-○○○○ 

FAX：○○-○○○○-○○○○ 

 総括監督員  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

 主任監督員  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

 現場監督員  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

    

○○○○株式会社 **-****-**** 

 現場代理人  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

 管理技術者  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

 主任技術者  ○○ ○○ **-****-**** **-****-**** 

    

  ※４．緊急連絡体系表の現場連絡先・支店連絡先が、近畿地方整備局○○港湾事務所又は大阪市

港湾局の場合もある。 
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（別紙４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業船舶一覧表
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総トン数 長さ(m) 幅(m) 深さ(m)
番号 船　種 船　名

船舶番号
又は

船舶検査済票の番号

要目
能力 使用目的

船舶電話
又は

携帯電話
備　考

作業船舶一覧表 

 


